
田 野 運 動 公 園 野 球 場 ＿ 利 用 規 則 

 

※予約申込者が責任をもって利用者全員に周知徹底させてください 

 

◆利用時の遵守事項 

 ・利用時間には、準備や利用後の後片付け、清掃、整備等を含む 

 ※次に利用される方の迷惑にならない様に利用時間を守ってください 

 ・グラウンド以外での練習は禁止  

※多目的広場での練習は申請許可を出していない場合禁止とする  

但し、硬式ボールの使用及びバッティング練習は禁止とする 

 ・施設利用の際は使用許可申請、使用料金の支払いを事前に行うこと 

・競技中は必ずファールボール等の危険を注意すること 

 ・利用後は元通り整備、清掃し、利用した備品は所定の場所に戻すこと 

 ・ゴミ等は各自で持ち帰ること（観客席含む） 

  ※野球場内にゴミを捨てないで、利用者のマナーにおいて必ず持ち帰ってください 

   石灰や石灰の袋は各自で持ち帰り処分ください  

※置いて帰ったのを見つけた場合、代表者へご連絡いたします 

 ・トイレは清潔に利用すること 

 ・放送設備、電源（コンセント）、エアコン等の無断使用は禁止 

 ・グラウンドでの食事（ガム・あめを含む）は原則禁止する 

※食事はスタンド・多目的広場のステージでお願いします 

・グラウンド、ベンチ内での喫煙は禁止する 

※指定場所以外での喫煙、吸い殻のポイ捨て等ルールが守れない場合は 

 全面禁煙とさせていただきますのでご了承ください 

 ・飲酒は禁止する 

 

◆その他 

 ・動物を連れて入らないこと ※但し、盲導犬は対象外 

 ・火気の使用禁止 

 ・施設等を汚損、破損などおこなった場合は弁償すること 

 ・施設内や駐車場等における事故、盗難等のトラブルについては、一切責任を負いません 

 ・利用にあたっては周辺地域に迷惑をかけないよう環境の保全に注意してください 

 ・その他、指定管理者の注意、指示に従ってください 

 

 

上記注意事項を守れない場合には直ちに利用を停止する。また、今後の利用を受け付けない

ことがあります。 

 

 

指定管理者 たのたい共同企業体 


